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２．学校における働き⽅改⾰の実効性の向上等
(1) 地域、保護者、⾸⻑部局等との連携協働
・学校における働き方改革等を学校運営協議会

や総合教育会議で積極的に議題化

・保護者等からの過剰な苦情等に対しては、

教育委員会等の行政による支援体制を構築

(2) 健康及び福祉の確保の徹底
・令和元年の給特法改正を踏まえた勤務時間の

上限等を定めた「指針」の実効性の向上

・メンタルヘルス対策に向けた個別の要因分析

や対策の好事例の創出

(3) 学校における取組状況の「⾒える化」に
向けた基盤づくり

・在校等時間の把握方法等の改めての周知

・徹底、各教育委員会等の状況を丁寧に確認

３．持続可能な勤務環境整備等の⽀援の充実
(1)教職員定数の改善
・教師の持ちコマ数の軽減等にも資する小学校高学年
の教科担任制の強化などの教職員定数の改善

(2)⽀援スタッフの配置充実
・教員業務支援員の全小・中学校への配置をはじめ、
副校長・教頭マネジメント支援員、スクールカウン
セラー、スクールソーシャルワーカー、学習指導員、
部活動指導員などの配置充実

(3)処遇改善
・給特法等の法制的な枠組みを含めた具体的な制度設
計は、今後、議論を深めていくことを前提としつつ、
職務の負荷や職責を踏まえ、先行して、主任手当や
管理職手当の額を速やかに改善

(4)教師のなり⼿の確保
・教師のなり手を新たに発掘するための教育委員会と
大学・民間企業等との連携・協働による教職の魅力
発信等や、マッチングの効率化や入職前研修等への
支援、大学と教育委員会による教員養成課程の見直
しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に係る速やか
な検討を推進

１．学校・教師が担う業務の適正化の⼀層の推進
(1)「学校・教師が担う業務に係る３分類」

を徹底するための取組
・国、都道府県、市町村、各学校の

それぞれの主体ごとに、具体的な対応策の

好事例を横展開

(2) 各学校における授業時数や学校⾏事の在り⽅
の⾒直し

・全ての学校で授業時数について点検し、特に、

標準授業時数を大幅に上回って

（年間1,086単位時間以上）いる学校は、見直す

ことを前提に点検 を行い、指導体制に見合った

計画に見直し

・学校行事について、精選・重点化、準備の

簡素化・省力化

(3) ICTの活⽤による校務効率化の推進
・学校保護者間の連絡手段のデジタル化など

ICTの更なる活用、生成AIの校務への活用の推進

教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提⾔）【概要】
〜教師の専⾨性の向上と持続可能な教育環境の構築を⽬指して〜
（令和５年８⽉28⽇中央教育審議会質の⾼い教師の確保特別部会）

○ 「教育は⼈なり」と⾔われるように、学校教育の成否は教師にかかっている。教師は⼦供たちの成⻑を直接感じることができる素晴らしい職業
○我が国の学校教育の成果は⾼い専⾨性と使命感を有する教師の献⾝的な取組によるもの
○教師の時間外在校等時間は⼀定程度改善したが、依然として、⻑時間勤務の教師が多い状況であり、持続可能な教育環境の構築に向けて、

教育に関わる全ての者の総⼒を結集して取り組む必要
・国、都道府県、市町村、各学校などが⾃分事としてその権限と責任に基づき主体的に取り組む
・保護者や地域住⺠、企業など社会全体が⼀丸となって課題に対応する

○改⾰の⽬指すべき⽅向性は、教師のこれまでの働き⽅を⾒直し、⼦供たちに対してより良い教育を⾏うことができるようにすること。
教師が教職⽣涯を通じて新しい知識・技能等を学び続け、質の⾼い教職員集団を実現していくことは、我が国の学校教育の充実にとって極めて重要

本提言は、できることを直ちに行うという考え方のもと、緊急的に取り組むべき施策を取りまとめたものであり、これで終わりではない。
今後、制度的な対応が必要な施策を含め、広範多岐にわたる諮問事項について更に議論を進める予定。

取組の具体策
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学校・教師が担う業務に係る３分類
○ ⽂部科学省は、平成31年の中央教育審議会答申（※）で⽰されたいわゆる「学校・教師が担う業務に係る３分類」に基づき、
業務の考え⽅を明確化した上で、役割分担や適正化を推進。

※新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き⽅改⾰に関する総合的な⽅策について（答申）（第213号）（平成31年１⽉25⽇）

○ この度、３分類に基づく14の取組の実効性の向上のため、国、都道府県、市町村、学校など、それぞれの主体がその権限と責
任に応じて役割を果たすことができるよう、中央教育審議会質の⾼い教師の確保特別部会として、各主体の具体的な役割も含め
整理した「対応策の例」を取りまとめ。
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業務の役割分担・適正化に関する現状・課題

考えられる対応策の例（案）

授業準備

●取組状況は少しずつ向上している。また、意識調査では、負担感が強いものの、やりがいや重要性は⾼いという結果も出ている。

●授業準備は、教師でなければできないものであり、授業の質に直結する重要な業務である。これまで以上に教師がその内容に集中できるよう、⽂科省
通知（※）等を踏まえ、例えばプリントの印刷や掲⽰準備等については教員業務⽀援員との連携を強化すること等を通じて、教師が準備そのものに
集中できる環境を整備すべきではないか。※学校教育法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏について(通知)（令和３年８⽉）

●さらに、学校DXの推進により、効果的・効率的な授業準備が⾏えるようになった⾯があることを踏まえ、引き続きICT活⽤は推進していくとともに、限ら
れた時間の中でも質の⾼い授業準備ができるよう、意識改⾰を図っていくべきではないか。

●標準授業時数を⼤きく上回って教育課程を編成・実施している学校（※）については、対応を早急に検討し、令和６年度から改める必要があるの
ではないか。※標準授業時数1015単位時間に対して、約４割の学校（⼩５、中２）が1086単位時間以上（平成31年の学校における働き⽅改⾰に関する答申において
標準授業時数を⼤きく上回った授業時数と指摘）を計画。（出典︓令和４年度公⽴⼩・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果）

【服務監督教育委員会（指定都市教育委員会含む）】
○教員業務⽀援員をはじめとした⽀援スタッフの確保
○新任教員や若⼿教師をはじめとする教員に対するオンデマンド型などによる効率的・効果的な研修の推進や、指導主事の派遣による校内研修のサポートなどの授業準備の⽀援
○例えば採択した教科書に準拠した指導案の提供や指導計画の作成に係る研修の適切な実施など、授業準備を効果的・効率的に⾏うために必要な措置

【学校】
○ICT活⽤推進による指導案作成の効率化や教材研究・教材作成の効率化の推進

【国】
○教員業務⽀援員や情報通信技術⽀援員の配置拡充
○学校DXの⼀層の推進（デジタル教科書の導⼊推進を含む）

【都道府県教育委員会】
○秋頃に策定予定の教員業務⽀援員の⼿引き（仮称）等を踏まえ、教員業務⽀援員の効果的な活⽤について学校管理職等への研修等を実施
○新任教員や若⼿教師をはじめとする教員に対するオンデマンド型などによる効率的・効果的な研修の推進や、指導主事の派遣による校内研修のサポートなど授業準備に係る⽀援
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業務の役割分担・適正化に関する現状・課題
●取組状況は、政令市は伸びが⾒られるものの、都道府県及び市区町村は低い⽔準にとどまっている。

●「削減すべきだが削減は難しい」の主たる理由が慣⾏を⾒直しづらい等の学校⽂化であることを踏まえ、引き続き「教師の業務だが、負担軽減が可
能な業務」として、これまで以上に、国、教育委員会が明確なメッセージを出しながら、学校⻑のリーダーシップ等により、教員業務⽀援員をはじめとし
た⽀援スタッフやICTの活⽤を⼤胆に進めていくべきではないか。

【国】
○教員業務⽀援員や情報通信技術⽀援員の配置拡充（再掲）
○学校DXの⼀層の推進（再掲）

考えられる対応策の例（案）

【都道府県教育委員会】
○秋頃に策定予定の教員業務⽀援員の⼿引き（仮称）等を踏まえ、教員業務⽀援員の効果的な活⽤について学校管理職等への研修等を実施（再掲）

【服務監督教育委員会（指定都市教育委員会含む）】
○教員業務⽀援員をはじめとした⽀援スタッフの確保（再掲）
○採点ソフトや校務⽀援システム等について教師の業務負担の軽減につながる活⽤に向けた⽀援

【学校】
○⽂科省通知（※）等を踏まえ、採点業務の補助については教員業務⽀援員等と積極的に連携するほか、採点ソフトや校務⽀援システム等のICTツールを⼀
層活⽤※学校教育法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏について(通知)（令和３年８⽉）

学習評価や成績処理



３分類に基づく14の取組の実効性を確保するための各主体による「対応策の例」

自治体での取組例

授業研究会においてクラウドを活⽤し、指導案作成の効率化を実施。プレゼンテーションソ
フト等をクラウド上で共有、共同編集し、参会者の意⾒を集約することで、それぞれの意⾒
の共有にかかっていた時間を短縮している。

愛知県春⽇井市教育委員会
家庭学習カードをクラウド上で共有できるようオンライン化を実施。児童⽣徒が⼊⼒した内
容は、すぐに共有され、教師も確認することができる。提出物の整理、内容の確認のための
時間と⼿間を省くことができる。

静岡県静岡市教育委員会

教育委員会と所管の学校同⼠や、教師同⼠、または教師と指導主事がつながり、情報交
換できるオンライン上のプラットフォームを構築し、どの学校でも使われるファイルや資料などを
共有することで、指導案等を作成する時間を短縮できる。

⿅児島県⿅児島市教育委員会
まとめの段階のノートをデジタル化し、クラウド上で教師と児童⽣徒が共有することで、即時
のフィードバックが可能となる。

富⼭県⾼岡市教育委員会

教員業務⽀援員の業務内容を有効にマネジメントできるよう、学校や教員
業務⽀援員向けに業務内容等を整理した「業務の⼿引き」を作成し、採
点業務の補助（簡易的な丸付け、採点）や、成績管理のための代理⼊
⼒等を教員業務⽀援員に担ってもらえるよう周知をしている。各学校でも、
教員業務⽀援員に採点業務の補助に⼊っていただくことで、教師との役割
分担がうまく⾏われ、負担軽減につながっている。

端末でAIドリルを活⽤して習熟に係る問題演習等を実施することで、⾃動
採点までを効率的に⾏うことができ、それまで⼿作業で実施していた採点等
の時間を削減、短縮することができた。また、児童⼀⼈⼀⼈の進捗状況等
を適切に把握し、それぞれに合った助⾔等を有効に実施することができ、教
師の負担軽減と児童の学びの質の向上につながっている。

東京都江⼾川区教育委員会 宮城県塩竈市⽴杉の⼊⼩学校

授業準備

学習評価や成績処理
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公⽴⼩・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査結果より ※平成30年度及び令和４年度

（参考）平成30年度計画令和４年度計画⼩学校
第5学年 1061.0（995）1078.3（1015）

（参考）平成30年度計画令和４年度計画中学校
第２学年 1073.9（1015）1073.9（1015）

⼩５（１単位時間45分） 中２（１単位時間50分）

「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提⾔）」を
踏まえた取組の徹底等について（通知）（令和５年９⽉８⽇）を通じて、
全ての学校において、授業時数について点検した上で、令和６年度以降の
教育課程編成に臨むよう、働きかけ。

【標準授業時数を⼤きく上回った授業時数を計画する学校の割合】

⼩学校第５学年︓25.7%
中学校第２学年︓32.5%

⼩学校第５学年︓37.1%
中学校第２学年︓36.1%

・学校における働き⽅改⾰答申において標準授業時数を⼤き
く上回った授業時数と指摘された年間1086コマ以上の教育
課程を編成している学校の割合



⾒直すことを前提に点検を⾏い、指導体制に⾒合った計画とする必要があります。
（点検の観点の例）
・児童⽣徒の学習状況等や教職員の勤務の状況 ・当該校における近年の休校や学級閉鎖等の状況
・教育課程の編成・実施における授業時数の配当や運⽤の⼯夫が可能かどうか

例①実際の年間授業週数を踏まえた週当たりコマ数の適切な設定（例えば⼩５で28コマ）
例②総授業時数を確保した上での１コマ40分による時間割編成 等

・指導体制の⾒直し・改善が可能かどうか

当該学校を所管する教育委員会は、学校における教育課程編成の改善が適切に⾏
われるよう指導助⾔する必要があります。

⾃分の地域の学校の年間総授業時数※は、○○○○時間です。
※各教科、特別の教科である道徳、外国語活動（⼩学校のみ）、総合的な学習の 時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てる総授業時数を指す。

計画段階で1086単位時間以上の場合

⾃分の地域の学校の授業時数を点検しましょう確認ポイント① 観点の例を参考に点検してみ
てください。

8

各学校における授業時数や学校⾏事の在り⽅の⾒直し

※可能な学校においては、各学校の実情を踏まえ、令和６年度を
待つことなく、今年度途中からであっても改善を進めるべきです。

確認ポイント② ⾃分の地域の学校の学校⾏事の在り⽅を⾒直しましょう

（出典）「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提⾔）」より（令和５年８⽉ 中央教育審議会質の⾼い教師の確保特別部会）

学校は、それぞれの学校⾏事の教育的価値を検討し、学校としての体裁を保つためのも
のや前例のみにとらわれて慣例的に⾏っている部分をやめ、教育上真に必要とされるもの
に精選することや、より充実した学校⾏事にするため⾏事間の関連や統合を図ることなど、
学校⾏事の精選・重点化を図る必要があります。
また、学校⾏事の準備の簡素化、省⼒化等を進める必要があります。



「令和４年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」の結果について（周知）（令和５年４月21日付け事務連絡）【別紙】

教育課程の編成・実施における授業時数の配当や運用の工夫例

⼩学校等における取組

⼩・中学校等における取組

教育委員会における取組
〇 教育委員会が所管の小中学校の学校訪問を行う機会などを活用し、今後の教育課程の編成・実施に際して、児童生徒の学
習の進捗状況と授業時数の実績を踏まえ、授業時数の配当の見直しができるよう、教育委員会が支援・後押しを行っている。

〇 小学校高学年の教育課程の編成にあたり、実際に年間35週以上、授業を実施している現状があるため、週当たりの授業時
数を29単位時間※に捉われず編成しても、週当たり授業時数の適切な配当と年間の標準授業時数の確保との両立を図るこ
とができている。 ※1015単位時間÷35週で29単位時間となる。

〇 小学校高学年の教育課程の編成にあたり、1単位時間45分ではなく、例えば、1単位時間40分として年間の標準授業時数
について計算し直した上で、年間の授業日数に応じて時間割を編成することで、週当たり授業時数の適切な配当と年間の標
準授業時数の確保との両立を図っている。

〇 次年度の教育課程の編成の計画に生かすことができるよう、学期ごと、月ごとに年間指導計画の進捗状況と授業時数の
運用状況を適切に把握することで、今年度の実績を次年度の年間指導計画において配当する授業時数の見直しにつなげ
ている。

〇 保護者をはじめ地域住民に対し、各学校のウェブサイトなどにおいて、年間指導計画、その実施状況等について常に情報
共有し理解促進を図る中で、 例えば、順調に学習が進んでいる場合には、3学期において授業時数の配当を見直すなど
柔軟な運用を行っている。



３分類に基づく14の取組の実効性を確保するための各主体による「対応策の例」

学校行事の準備・運営にあたって自治体での取組例

熊本県熊本市教育委員会における取組

兵庫県⼩野市教育委員会における取組

〇 運動会について、開会式を簡素化したり全体行進を省略したりすることで、全体での練習時間を減らした。
また、音楽会の楽曲を教科書や学習内容に沿ったものから選ぶことで負担軽減につなげた。

〇 入学式・卒業式について、厳粛かつ清新な雰囲気の中、新しい生活への動機付け等の本来の目的を大切にしながら、
教育委員会告辞を廃止するなど、慣例的・形式的な要素を見直した。これにより練習時間や式典時間の短縮、準備に関
する業務の縮減へとつながっている。



文部科学大臣メッセージ

～子供たちのための学校の働き方改革 できることを直ちに、一緒に～
学校における働き方改革「元年」と言える2019年から約４年、皆様のご尽力のおかげで、教員勤務実態調査では在校等時間が減少しましたが、

依然として長時間勤務の教師が多い実態も明らかになっています。この改革の目的は、働き方の改善により教師が学ぶ時間を確保し自らの授業を
磨くこと等を通じて、子供たちにより良い教育を存分に行うことができるようにすることです。今後は、2024年度からの３年間を集中改革期間と
し、政府全体として質の高い公教育の再生に向け、働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実を一体的に進めていきますが、教師を取り巻く
環境をより良いものとすることは待ったなしであるため、直ちにできることに関し、文部科学大臣としてメッセージをお伝えします。

１．国が先頭に立って改革を進めます
教師を取り巻く環境整備の加速化に向け、これまで以上に力強く教育予算を確保します。教師の処遇については、約50年ぶりの抜本的改善に向

け今後議論を深めていきますが、今からすぐ取り組めることとして、大幅な教職員定数の改善や支援スタッフの大胆な配置充実、教師のなり手の
確保に向けた取組を進めます。
また、国・地方自治体・各学校が行う業務の精選・見直しを国が率先して示します。今回の中央教育審議会の提言でも、学校行事の真に必要な

ものへの精選・見直し、登校時間の見直し等が例示されています。「やめようと思っても、様々な理由によりやめられない」との声は私にも届い
ていますが、働き方改革そしてその先のより良い教育につながる取組は、文部科学省として全力で応援しますので、このメッセージを業務改善に
向けた旗印としてご活用ください。

２．学校・教育委員会は、できることは直ちに実行を
働き方改革は国だけでは進みません。改めて、一人一人の教師の勤務時間管理及び健康管理、業務分担の見直し等の責任を有しているのは各校

長であり服務を監督する各教育委員会であるということを、すべての校長先生及び教育長の方々にご確認いただきたいと思います。これまでの取
組で効果の見られた好事例は相当蓄積されており、徹底した実行に移すべき時です。提言では、例えば、標準授業時数を大幅に上回っている教育
課程編成の見直しをはじめ各主体において求められる対応が整理されておりますので、各学校の課題を踏まえ、今からできることは直ちに着手い
ただきますよう、お願いします。

３．保護者・地域住民の皆様へ
デジタル化の進展など急激に変化する時代の中で、今学校は、子供たちが主体的で創造力豊かに次代を生きる力を育てるため、教育の質の向上

に取り組んでいます。教師が教師でなければできない業務に集中してこの課題を達成するため、学校・家庭・地域の連携分担や学校の働き方改革
が必要であり、皆様の力がこれまで以上に求められています。更なる連携・協働のためには、国や地方自治体がメッセージを発するとともに、学
校が保護者・地域住民の皆様とより積極的にコミュニケーションを図ることが必要です。その際、業務の優先順位を踏まえた思い切った精選・見
直しや教師と保護者・地域住民の皆様との役割分担の見直し等の相談についても、ご理解とご支援をいただければ幸いです。

令和５年（2023年）８月29日
文部科学大臣 永岡 桂子
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参考資料
（提⾔を受けた通知抜粋）
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「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提⾔）」（令和５年８⽉28⽇中央教育審議会初等中等教育分科会質の⾼い
教師の確保特別部会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）（令和５年９⽉８⽇）

１．学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進について

(2) 各学校における授業時数や学校行事の在り方の見直し
① 全ての学校で、管理職はもちろん、教師一人一人がカリキュラム・マネジメントの充実に努めるこ
とが重要であり、標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成・実施している学校が一定数存在す
る状況も踏まえ、以下の観点や「令和４年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調
査」の結果について（令和５年４月21日付け事務連絡）の別紙を参考とし、全ての学校において、授
業時数について点検した上で、令和６年度以降の教育課程の編成に臨むこと。
・児童生徒の学習状況等や教職員の勤務の状況
・当該校における近年の休校や学級閉鎖等の状況
・教育課程の編成・実施における授業時数の配当や運用の工夫が可能かどうか
・指導体制の見直し・改善が可能かどうか

なお、上記の観点を踏まえ、可能な学校においては、各学校の実情を踏まえ、令和６年度を待つこと
なく、今年度途中からであっても改善を進めること。
特に、令和５年度当初において、標準授業時数を大幅に上回って（年間1,086単位時間以上）いる教

育課程を編成していた学校は、令和６年度以降の教育課程編成において、見直すことを前提に点検を
行い、指導体制や教育課程の編成の工夫・改善等により、指導体制に見合った計画とすること。当該
学校を所管する教育委員会は、学校における教育課程編成の改善が適切に行われるよう指導助言する
こと。

なお、過去の通知等に示すとおり、標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性
疾患による学級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回った場合、下回ったことのみをもって
学校教育法施行規則に反するとされるものではなく、災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事
態に備えることのみを過剰に意識して標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成する必要はない
こと。
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「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提⾔）」（令和５年８⽉28⽇中央教育審議会初等中等教育分科会質の⾼い
教師の確保特別部会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）（令和５年９⽉８⽇）

１．学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進について

(2) 各学校における授業時数や学校行事の在り方の見直し

② 学校行事に係る負担の軽減に関しては、運動会での開会式の簡素化や全体行進を省略す
ることで全体での練習時間を減らしたり、入学式・卒業式における慣例的・形式的な要素
を見直すことで式典時間を短縮したりする等の取組例もある。このため、学校は、これら
も参考としつつ、それぞれの学校行事の教育的価値を検討し、学校としての体裁を保つた
めのものや前例のみにとらわれて、慣例的に行っている部分をやめ、教育上真に必要とさ
れるものに精選することや、より充実した学校行事にするため行事間の関連や統合を図る
ことなど、学校行事の精選・重点化を図ること。

また、学校行事の事前準備・運営にあたって、教員業務支援員等と連携するマネジメント
を徹底することや準備の簡素化、省力化等を進めること。


